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(57)【要約】
【課題】開封性に優れるとともに、幅が広い包装袋に対
してもレーザーを用いて易開封線を容易に形成可能な包
装袋を提供する。
【解決手段】包装袋１０は、表面１１と、裏面１２と、
上縁１３と、下縁１４と、第一縁１５と、第二縁１６と
、第一縁シール部１７と、第二縁シール部１８と、第一
の開封開始手段２１と、第二の開封開始手段２２とを備
えている。表面側易開封線３０は、互いに交差または連
結しないように配置された第一の易開封線３１と第二の
易開封線４１とで構成され、第一の易開封線３１の第二
部分３３は、第一縁１５に向かって突出し、第一部分３
２と近接または連設するとともに、第一部分３２に交差
しないように配置されている。第二の易開封線４１の第
二部分４３は、第二縁１６に向かって突出し、第一部分
４２と交差するように配置されている。第二部分３３の
幅Ｗ１は第二部分４３の幅Ｗ２よりも狭くなっている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも表面と裏面とを有する包装袋であって、
　上縁と、
　前記上縁と対向する下縁と、
　前記上縁と前記下縁との間で延びる第一縁と第二縁とを備え、
　前記第一縁に沿って第一縁シール部が設けられ、前記第二縁に沿って第二縁シール部が
設けられ、
　前記第一縁シール部に第一の開封開始手段が設けられ、前記第二縁シール部に第二の開
封開始手段が設けられ、
　前記表面に、前記表面を貫通しないように表面側易開封線が設けられ、
　前記裏面に、前記裏面を貫通しないように裏面側易開封線が設けられ、
　前記表面側易開封線は、前記第一縁側に位置する第一の易開封線と、前記第二縁側に位
置する第二の易開封線と、で構成され、且つ、前記第一の易開封線と前記第二の易開封線
とは、互いに交差または連結しないように配置され、
　前記第一の易開封線は、前記第一縁側から前記第二縁側に向かって延びる第一部分と、
前記第一縁に向かって突出するように形成された第二部分と、を含み、
　前記第一の易開封線の前記第二部分は、前記第一の易開封線の前記第一部分と近接また
は連設するように配置され、且つ、前記第一の易開封線の前記第一部分と前記第二部分と
は、互いに交差しないように配置され、
　前記第一の易開封線の前記第一部分は、前記第一の易開封線の前記第二部分よりも前記
第一縁側に配置され、
　前記第二の易開封線は、前記第二縁側から前記第一縁側に向かって延びる第一部分と、
前記第二縁に向かって突出するように形成された第二部分と、を含み、
　前記第二の易開封線の前記第二部分は、前記第二の易開封線の前記第一部分と交差する
ように配置され、
　前記上縁から前記下縁に向かう方向において、前記第一の易開封線の前記第二部分の幅
Ｗ１が前記第二の易開封線の前記第二部分の幅Ｗ２よりも狭く、
　前記裏面側易開封線は、前記第一縁側に位置する第三の易開封線と、前記第二縁側に位
置する第四の易開封線と、で構成され、且つ、前記第三の易開封線と前記第四の易開封線
とは、互いに交差または連結しないように配置され、
　前記第三の易開封線は、前記第一縁側から前記第二縁側に向かって延びる第一部分と、
前記第一縁に向かって突出するように形成された第二部分と、を含み、
　前記第三の易開封線の前記第二部分は、前記第三の易開封線の前記第一部分と交差する
ように配置され、
　前記第四の易開封線は、前記第二縁側から前記第一縁側に向かって延びる第一部分と、
前記第二縁に向かって突出するように形成された第二部分と、を含み、
　前記第四の易開封線の前記第二部分は、前記第四の易開封線の前記第一部分と近接また
は連設するように配置され、且つ、前記第四の易開封線の前記第一部分と前記第二部分と
は、互いに交差しないように配置され、
　前記第四の易開封線の前記第一部分は、前記第四の易開封線の前記第二部分よりも前記
第二縁側に配置され、
　前記上縁から前記下縁に向かう方向において、前記第三の易開封線の前記第二部分の幅
Ｗ３が前記第二の易開封線の前記第二部分の幅Ｗ４よりも広いことを特徴とする包装袋。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包装袋に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来より包装袋として、互いに積み合わされた表面フィルムと裏面フィルムとを備え、
これらの一対の側縁が互いに接合されたものが知られている。また包装袋の一対の側縁に
はノッチが形成され、このノッチを始点として包装袋を開封することができる。
【０００３】
　また表面フィルムおよび裏面フィルムには、各々ずれた位置に易開封線が形成され、ノ
ッチから包装袋を開封した場合、易開封線に沿って表面フィルムおよび裏面フィルムが切
断される。
【０００４】
　ところで表面フィルムおよび裏面フィルムの易開封線を互いにずれた位置に設けること
により、包装袋を開封したときに表側の開封縁と裏側の開封縁とが重ならない部分を含む
ようにした包装袋が知られている（特許文献１参照）。しかしながら、一般に、易開封線
を形成するレーザー加工機は、一度にレーザー加工できる長さに制約がある。このため、
幅が広い包装袋に対して、レーザー加工機を用いて、易開封線を包装袋の幅方向全域に亘
って形成することは難しい。また、包装袋の幅方向全域に亘って易開封線を形成する場合
、生産速度を落とさなければならないことがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第５５６１１０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明はこのような点を考慮してなされたものであり、開封性に優れるとともに、生産
性に優れる包装袋を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、少なくとも表面と裏面とを有する包装袋であって、上縁と、前記上縁と対向
する下縁と、前記上縁と前記下縁との間で延びる第一縁と第二縁とを備え、前記第一縁に
沿って第一縁シール部が設けられ、前記第二縁に沿って第二縁シール部が設けられ、前記
第一縁シール部に第一の開封開始手段が設けられ、前記第二縁シール部に第二の開封開始
手段が設けられ、前記表面に、前記表面を貫通しないように表面側易開封線が設けられ、
前記裏面に、前記裏面を貫通しないように裏面側易開封線が設けられ、前記表面側易開封
線は、前記第一縁側に位置する第一の易開封線と、前記第二縁側に位置する第二の易開封
線と、で構成され、且つ、前記第一の易開封線と前記第二の易開封線とは、互いに交差ま
たは連結しないように配置され、前記第一の易開封線は、前記第一縁側から前記第二縁側
に向かって延びる第一部分と、前記第一縁に向かって突出するように形成された第二部分
と、を含み、前記第一の易開封線の前記第二部分は、前記第一の易開封線の前記第一部分
と近接または連設するように配置され、且つ、前記第一の易開封線の前記第一部分と前記
第二部分とは、互いに交差しないように配置され、前記第一の易開封線の前記第一部分は
、前記第一の易開封線の前記第二部分よりも前記第一縁側に配置され、前記第二の易開封
線は、前記第二縁側から前記第一縁側に向かって延びる第一部分と、前記第二縁に向かっ
て突出するように形成された第二部分と、を含み、前記第二の易開封線の前記第二部分は
、前記第二の易開封線の前記第一部分と交差するように配置され、前記上縁から前記下縁
に向かう方向において、前記第一の易開封線の前記第二部分の幅Ｗ１が前記第二の易開封
線の前記第二部分の幅Ｗ２よりも狭く、前記裏面側易開封線は、前記第一縁側に位置する
第三の易開封線と、前記第二縁側に位置する第四の易開封線と、で構成され、且つ、前記
第三の易開封線と前記第四の易開封線とは、互いに交差または連結しないように配置され
、前記第三の易開封線は、前記第一縁側から前記第二縁側に向かって延びる第一部分と、
前記第一縁に向かって突出するように形成された第二部分と、を含み、前記第三の易開封
線の前記第二部分は、前記第三の易開封線の前記第一部分と交差するように配置され、前
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記第四の易開封線は、前記第二縁側から前記第一縁側に向かって延びる第一部分と、前記
第二縁に向かって突出するように形成された第二部分と、を含み、前記第四の易開封線の
前記第二部分は、前記第四の易開封線の前記第一部分と近接または連設するように配置さ
れ、且つ、前記第四の易開封線の前記第一部分と前記第二部分とは、互いに交差しないよ
うに配置され、前記第四の易開封線の前記第一部分は、前記第四の易開封線の前記第二部
分よりも前記第二縁側に配置され、前記上縁から前記下縁に向かう方向において、前記第
三の易開封線の前記第二部分の幅Ｗ３が前記第二の易開封線の前記第二部分の幅Ｗ４より
も広いことを特徴とする包装袋である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、開封性に優れるとともに、生産性に優れる包装袋を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は本発明の一実施の形態による包装袋を示す正面図。
【図２】図２は本発明の一実施の形態による包装袋を示す背面図。
【図３】図３は本発明の一実施の形態による包装袋の表面又は裏面を示す断面図。
【図４】図４は本発明の一実施の形態による包装袋を製造する長尺状の積層フィルムを示
す平面図。
【図５】図５は本発明の一実施の形態による包装袋の使用状態を示す正面図。
【図６】図６は本発明の一実施の形態による包装袋の使用状態を示す背面図。
【図７】図７（ａ）（ｂ）は第一および第四の易開封線の変形例を示す平面図。
【図８】図８は本発明の一実施の形態の変形例による包装袋を示す平面図。
【図９】図９は本発明の一実施の形態の変形例による包装袋を示す平面図。
【図１０】図１０は本発明の一実施の形態の変形例による包装袋を示す平面図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１および図２により本発明の一実施の形態について説明する。なお、図１および図２
は、内容物が充填される前、つまり内容物が充填されていない状態の包装袋を示す図であ
る。
【００１１】
　図１および図２に示すように、包装袋１０は平パウチ型の包装袋となっており、別個で
ある表面（表面フィルム）１１と裏面（裏面フィルム）１２とが対向するように配置され
ている。また、包装袋１０は、上縁１３と、上縁１３と対向する下縁１４と、上縁１３と
下縁１４との間で延びる第一縁（第一側縁）１５と第二縁（第二側縁）１６とを備えてい
る。このうち第一縁１５に沿って第一縁シール部１７が設けられ、第二縁１６に沿って第
二縁シール部１８が設けられている。さらに、下縁１４に沿って下縁シール部１９が設け
られている。
【００１２】
　なお、本明細書中、Ｄ１方向とは、上縁１３から下縁１４に向かう方向をいい、Ｄ２方
向とは、第一縁１５から第二縁１６に向かう方向をいう。Ｄ１方向は、平面内でＤ２方向
に直交している。本実施の形態において、第一縁１５および第二縁１６はそれぞれＤ１方
向に平行に延び、上縁１３および下縁１４はそれぞれＤ２方向に平行に延びている。しか
しながら、これに限らず、第一縁１５および第二縁１６がそれぞれＤ１方向に傾斜して延
びていても良く、上縁１３および下縁１４がそれぞれＤ２方向に傾斜して延びていても良
い。
【００１３】
　表面１１および裏面１２は、第一縁１５において第一縁シール部１７により接合され、
第二縁１６において第二縁シール部１８により接合され、かつ下縁１４において下縁シー
ル部１９により接合されている。そして包装袋１０の上縁１３には、開口された開口部が
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形成されている。なお、包装袋１０に内容物が充填された後、上縁１３の開口部がシール
されて上縁シール部２０（仮想線）が形成される。
【００１４】
　包装袋１０の第一縁１５には、第一の開封開始手段（第一のノッチ）２１が設けられ、
包装袋１０の第二縁１６には、第二の開封開始手段（第二のノッチ）２２が設けられてい
る。また、表面１１（図１）には、表面１１を貫通しないように表面側易開封線３０が設
けられ、裏面１２（図２）には、裏面１２を貫通しないように裏面側易開封線５０が設け
られている。
【００１５】
　図１に示すように、表面側易開封線３０は、第一縁１５側に位置する第一の易開封線３
１と、第二縁１６側に位置する第二の易開封線４１とで構成されている。第一の易開封線
３１と第二の易開封線４１とは、互いに交差または連結しないようにＤ２方向に離間して
配置されている。
【００１６】
　次に、第一の易開封線３１について説明する。図１に示すように、第一の易開封線３１
は、第一縁１５側から第二縁１６側に向かって延びる第一部分３２と、第一縁１５に向か
って突出するように形成された第二部分３３と、第一部分３２と第一の開封開始手段２１
との間に設けられた第三部分３４とを含んでいる。第一部分３２は、第二部分３３よりも
第一縁１５側に配置され、第三部分３４は、第一部分３２よりも第一縁１５側に配置され
ている。
【００１７】
　第一部分３２は、第一縁１５側から第二縁１６側に向かって直線状に形成されている。
第一部分３２の一端部３２ａは第二部分３３に接続され、第一部分３２の他端部３２ｂは
第三部分３４に接続されている。なお、第三部分３４を設けず、第一部分３２を、第一の
開封開始手段２１に連設して配置するようにしても良い。
【００１８】
　第二部分３３は、第一部分３２に連設し、且つ、交差しないように配置されている。第
二部分３３は、半楕円形状であり、その第一縁１５側の頂点で、第一部分３２の一端部３
２ａに接続されている。すなわち第一部分３２の一端部３２ａは、第二部分３３と接続さ
れる箇所で完全に終端しており、第一部分３２と第二部分３３とは、互いに交差しないよ
うに配置されている。第二部分３３のうち、第二縁１６側の端部には、一対の開放端３５
が形成されている。
【００１９】
　なお、第二部分３３は、必ずしも第一部分３２に連設していなくても良い。例えば、第
二部分３３の第一縁１５側の頂点が、第一部分３２の一端部３２ａに近接するように配置
されていても良い。なお、本発明において、「ＸがＹに近接する」とは、ＸとＹの間の間
隔が０ｍｍより大きく１０ｍｍ以下であることを意味する。
【００２０】
　第三部分３４は、第二縁１６に向かって突出するように形成され、第一の開封開始手段
２１と近接するように配置されている。この場合、第三部分３４は、Ｖ字状に形成されて
おり、Ｖ字の頂点で第一部分３２の他端部３２ｂに接続されている。なお、第三部分３４
は、必ずしも第一部分３２に連設していなくても良い。例えば、第三部分３４の頂点が、
第一部分３２の他端部３２ｂに近接するように配置されていても良い。
【００２１】
　次に、第二の易開封線４１について説明する。第二の易開封線４１は、第二縁１６側か
ら第一縁１５側に向かって延びる第一部分４２と、第二縁１６に向かって突出するように
形成された第二部分４３と、第一部分４２と第二の開封開始手段２２との間に設けられた
第三部分４４とを含んでいる。このうち第三部分４４は、第一部分４２および第二部分４
３よりも第二縁１６側に配置されている。
【００２２】



(6) JP 2017-36070 A 2017.2.16

10

20

30

40

50

　第一部分４２は、第二縁１６側から第一縁１５側に向かって直線状に形成されている。
第一部分４２の一端部４２ａは、第二部分４３よりも第一縁１５側に位置している。一方
、第一部分４２の他端部４２ｂは、第二部分４３よりも第二縁１６側に位置し、第三部分
４４に接続されている。なお、第三部分４４を設けず、第一部分４２を、第二の開封開始
手段２２に連設して配置するようにしても良い。
【００２３】
　第二部分４３は、第一部分４２と交差するように配置されている。より具体的には、第
二部分４３は、それぞれ楕円弧からなる上側第二部分４３ａと下側第二部分４３ｂとから
構成されている。上側第二部分４３ａと下側第二部分４３ｂとは、上下に線対称に配置さ
れるとともに、互いに離間して配置されている。上側第二部分４３ａの下端４３ｃと下側
第二部分４３ｂの上端４３ｄとは互いに離間しており、下端４３ｃと上端４３ｄとの間を
第一部分４２が通過している。すなわち第二部分４３の上側第二部分４３ａおよび下側第
二部分４３ｂは、それぞれ第一部分４２と近接するように配置されている。本発明におい
て、このような場合も、第二部分４３と第一部分４２とが「交差」しているという。この
ように、第二部分４３の上側第二部分４３ａと下側第二部分４３ｂとが互いに離間してい
ることにより、第二の開封開始手段２２側から表面１１を開封した際、誤って引き裂きが
第二部分４３に伝播することを抑制することができる。なお、これに限らず、第二部分４
３を１つの部分から構成し、第二部分４３が第一部分４２と十字状に交差（連設）するよ
うにしても良い。
【００２４】
　第二部分４３は、第一部分４２の最も第二縁１６側の部分（他端部４２ｂ）よりも第一
縁１５側に位置するように配置され、かつ第一部分４２の最も第一縁１５側の部分（一端
部４２ａ）よりも第二縁１６側に位置するように配置されている。第二部分４３のうち、
第一縁１５側の端部には、一対の開放端４５が形成されている。
【００２５】
　第三部分４４は、第一縁１５に向かって突出するように形成され、第二の開封開始手段
２２と近接するように配置されている。この場合、第三部分４４は、Ｖ字状に形成されて
おり、Ｖ字の頂点で第一部分４２の他端部４２ｂに接続されている。なお、第三部分４４
は、必ずしも第一部分４２に連設していなくても良い。例えば、第三部分４４の頂点が、
第一部分４２の他端部４２ｂに近接するように配置されていても良い。
【００２６】
　図１に示すように、上縁１３から下縁１４に向かう方向において、第一の易開封線３１
の第二部分３３の幅Ｗ１が、第二の易開封線４１の第二部分４３の幅Ｗ２よりも狭くなっ
ている。なお、第一の易開封線３１の第二部分３３の幅Ｗ１とは、第二部分３３の開放端
３５における上下方向距離（Ｄ１方向における距離）をいい、第二の易開封線４１の第二
部分４３の幅Ｗ２とは、第二部分４３の開放端４５における上下方向距離（Ｄ１方向にお
ける距離）をいう。
【００２７】
　図２に示すように、裏面側易開封線５０は、第一縁１５側に位置する第三の易開封線５
１と、第二縁１６側に位置する第四の易開封線６１と、で構成されている。第三の易開封
線５１と第四の易開封線６１とは、互いに交差または連結しないようにＤ２方向に離間し
て配置されている。
【００２８】
　次に、第三の易開封線５１について説明する。第三の易開封線５１は、第一縁１５側か
ら第二縁１６側に向かって延びる第一部分５２と、第一縁１５に向かって突出するように
形成された第二部分５３と、第一部分５２と第一の開封開始手段２１との間に設けられた
第三部分５４とを含んでいる。このうち第三部分５４は、第一部分５２および第二部分５
３よりも第一縁１５側に配置されている。
【００２９】
　第一部分５２は、第一縁１５側から第二縁１６側に向かって直線状に形成されている。
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第一部分５２の一端部５２ａは、第二部分５３よりも第二縁１６側に位置している。一方
、第一部分５２の他端部５２ｂは、第二部分５３よりも第一縁１５側に位置しており、第
三部分５４に接続されている。なお、第三部分５４を設けず、第一部分５２を、第二の開
封開始手段２２に連設して配置するようにしても良い。
【００３０】
　第二部分５３は、第一部分５２と交差するように配置されている。より具体的には、第
二部分５３は、それぞれ楕円弧からなる上側第二部分５３ａと下側第二部分５３ｂとから
構成されている。上側第二部分５３ａと下側第二部分５３ｂとは、上下に線対称に配置さ
れるとともに、互いに離間して配置されている。すなわち上側第二部分５３ａの下端５３
ｃと下側第二部分５３ｂの上端５３ｄとが互いに離間しており、下端５３ｃと上端５３ｄ
との間を第一部分５２が通過している。すなわち第二部分５３の上側第二部分５３ａおよ
び下側第二部分５３ｂは、それぞれ第一部分５２と近接するように配置されている。なお
、これに限らず、第二部分５３を１つの部分から構成し、第二部分５３が第一部分５２と
十字状に交差（連設）するようにしても良い。
【００３１】
　第二部分５３は、第一部分５２の最も第一縁１５側の部分（他端部５２ｂ）よりも第二
縁１６側に位置するように配置され、かつ第一部分５２の最も第二縁１６側の部分（一端
部５２ａ）よりも第一縁１５側に位置するように配置されている。第二部分５３のうち、
第二縁１６側の端部には、一対の開放端５５が形成されている。
【００３２】
　第三部分５４は、第二縁１６に向かって突出するように形成され、第一の開封開始手段
２１と近接するように配置されている。この場合、第三部分５４は、Ｖ字状に形成されて
おり、Ｖ字の頂点で第一部分５２の他端部５２ｂに接続されている。なお、第三部分５４
は、必ずしも第一部分５２に連設していなくても良い。例えば、第三部分５４の頂点が、
第一部分５２の他端部５２ｂに近接するように配置されていても良い。
【００３３】
　次に、第四の易開封線６１について説明する。第四の易開封線６１は、第二縁１６側か
ら第一縁１５側に向かって延びる第一部分６２と、第二縁１６に向かって突出するように
形成された第二部分６３と、第一部分６２と第二の開封開始手段２２との間に設けられた
第三部分６４とを含んでいる。第一部分６２は、第二部分６３よりも第二縁１６側に配置
され、第三部分６４は、第一部分６２よりも第二縁１６側に配置されている。
【００３４】
　第一部分６２は、第二縁１６側から第一縁１５側に向かって直線状に形成されている。
第一部分６２の一端部６２ａは第二部分６３に接続され、第一部分６２の他端部６２ｂは
第三部分６４に接続されている。なお、第三部分６４を設けず、第一部分６２を、第二の
開封開始手段２２に連設して配置するようにしても良い。
【００３５】
　第二部分６３は、第一部分６２に連設し、且つ、交差しないように配置されている。第
二部分６３は、半楕円形状であり、その第二縁１６側の頂点で、第一部分６２の一端部６
２ａに接続されている。すなわち第一部分６２の一端部６２ａは、第二部分６３と接続さ
れる箇所で完全に終端しており、第一部分６２と第二部分６３とは、互いに交差しないよ
うに配置されている。第二部分６３のうち、第一縁１５側の端部には、一対の開放端６５
が形成されている。
【００３６】
　なお、第二部分６３は、必ずしも第一部分６２に連設していなくても良い。例えば、第
二部分６３の第二縁１６側の頂点が、第一部分６２の一端部６２ａに近接するように配置
されていても良い。
【００３７】
　第三部分６４は、第一縁１５に向かって突出するように形成され、第二の開封開始手段
２２と近接するように配置されている。この場合、第三部分６４は、Ｖ字状に形成されて
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おり、Ｖ字の頂点で第一部分６２の他端部６２ｂに接続されている。なお、第三部分６４
は、必ずしも第一部分６２に連設していなくても良い。例えば、第三部分６４の頂点が、
第一部分６２の他端部６２ｂに近接するように配置されていても良い。
【００３８】
　図２に示すように、上縁１３から下縁１４に向かう方向において、第三の易開封線５１
の第二部分５３の幅Ｗ３が、第四の易開封線６１の第二部分６３の幅Ｗ４よりも広くなっ
ている。なお、第三の易開封線５１の第二部分５３の幅Ｗ３とは、第二部分５３の開放端
５５における上下方向距離（Ｄ１方向における距離）をいい、第四の易開封線６１の第二
部分６３の幅Ｗ４とは、第二部分６３の開放端６５における上下方向距離（Ｄ１方向にお
ける距離）をいう。
【００３９】
　第一の易開封線３１と第二の易開封線４１との間の距離Ｌ１、および、第三の易開封線
５１と第四の易開封線６１との間の距離Ｌ２は、例えば、包装袋１０の第一縁１５から第
二縁１６までの長さＬ３の例えば１／１０～１／２としても良く、好ましくは１／６～１
／３としても良い。なお、図１および図２において、Ｌ１＝Ｌ２である。
【００４０】
　本実施の形態において、表面側易開封線３０と裏面側易開封線５０とは、互いに同一の
形状をもっている。すなわち、第一の易開封線３１と第四の易開封線６１とが互いに同一
の形状をもち、第二の易開封線４１と第三の易開封線５１とが互いに同一の形状をもって
いる。また、平面方向から見て、第一の易開封線３１と第三の易開封線５１とが重なり合
い、第二の易開封線４１と第四の易開封線６１とが重なり合っている。
【００４１】
　次に図３により、表面１１および裏面１２の層構成について説明する。表面１１および
裏面１２は、少なくとも基材層とシーラント層が積層された積層フィルムで構成される。
【００４２】
　図３に示すように表面１１および裏面１２は、それぞれ互いに積層された基材層２４Ａ
とシーラント層２４Ｂとを有し、基材層２４Ａにスリットが設けられ、このスリットによ
り表面側易開封線３０および裏面側易開封線５０が形成されている。表面１１および裏面
１２の基材層２４Ａとしては、例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）またはポ
リプロピレン（ＰＰ）などを用いることができる。また、基材層２４Ａは延伸されている
ことが好ましい。他方、表面１１および裏面１２のシーラント層２４Ｂとしては、ポリエ
チレン（ＰＥ）またはポリプロピレン（ＰＰ）などを用いることができる。
【００４３】
　また、表面１１および裏面１２の基材層２４Ａとシーラント層２４Ｂとの間に図示しな
い中間層が設けられていてもよい。このような中間層としては、酸素や水蒸気などのガス
バリア性、遮光性、各種の機械的強度など、必要とされる性能に応じて適切なものが選択
され得る。例えば、中間層として、アルミニウム箔などの金属層や、アルミニウムなどの
金属または酸化アルミニウムなどの金属酸化物または酸化珪素などの無機酸化物の蒸着層
などを設けることができる。また中間層として、延伸ナイロンフィルムを設けてもよい。
【００４４】
　表面側易開封線３０および裏面側易開封線５０は、例えば、炭酸ガスレーザーを用いて
形成することができる。なお、表面１１および裏面１２を構成するフィルムの外面からレ
ーザーで表面側易開封線３０および裏面側易開封線５０を形成した場合、図３に示すよう
に、表面１１および裏面１２の断面図において、表面側易開封線３０および裏面側易開封
線５０は、フィルムの外面から内面に向かって先細り形状となる。
【００４５】
　表面側易開封線３０および裏面側易開封線５０は、基材層２４Ａの厚み方向の途中まで
形成され、且つ、シーラント層２４Ｂを貫通しないように形成するか、又は、基材層２４
Ａを貫通し、且つ、シーラント層２４Ｂを貫通しないように形成することが好ましい。ま
た、上述した中間層が形成されている場合、表面側易開封線３０および裏面側易開封線５
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０は、中間層に達するように形成されていてもよい。
【００４６】
　次にこのような構成からなる本実施の形態の作用について説明する。まず包装袋１０の
製造方法について述べる。
【００４７】
　はじめに、表面１１用の積層フィルムおよび裏面１２用の積層フィルムを作製する。こ
の場合、基材層の原反を準備し、基材層を連続的に搬送させながら基材層に印刷を施す。
次に帯状の基材層を連続的に搬送させながら、溶融押出ラミネート法を用いて基材層にシ
ーラント層を積層して積層フィルムを作製する。なお、ドライラミネート法を用いて基材
層にシーラント層を積層してもよい。
【００４８】
　次に、このようにして得られた長尺状の表面１１用の積層フィルムおよび裏面１２用の
積層フィルムを各々連続的に搬送しながら、レーザー加工することにより各積層フィルム
に表面側易開封線３０および裏面側易開封線５０を形成する。レーザー加工の種類として
は、炭酸ガスレーザーのほか、ＹＡＧレーザー、半導体レーザー、アルゴンイオンレーザ
ー等が可能であり、特に限定するものではない。
【００４９】
　この間、図４に示すように、表面１１用の積層フィルムに表面側易開封線３０を形成す
る。この場合、一の包装袋１０に対応する表面１１に形成される第二の易開封線４１と、
隣接する他の包装袋１０に対応する表面１１に形成される第一の易開封線３１とが、隣接
するようにレーザー加工が施される。一般に、レーザー加工装置の機構や加工時間による
制約等から、一度にレーザー加工できる最大幅は制限されている。このため、第一縁１５
から第二縁１６までの長さＬ３が長い包装袋においては、第一縁１５から第二縁１６まで
連続的にレーザー加工を施すことが難しい場合がある。これに対して本実施の形態におい
ては、第一の易開封線３１と第二の易開封線４１とが、互いに交差または連結しないよう
に距離Ｌ１を空けて配置されている。このことにより、包装袋１０の幅（第一縁１５から
第二縁１６までの距離Ｌ３）の全域に亘って易開封線を形成する場合に比べて、易開封線
を形成する領域を少なくすることができるため、レーザー加工を施す時間を短くすること
ができる。また、包装袋１０の幅（第一縁１５から第二縁１６までの長さＬ３）が長い包
装袋であっても、レーザー加工により第一の易開封線３１と第二の易開封線４１とを形成
することができる。従って、包装袋１０の生産性に優れる。
【００５０】
　裏面１２用の積層フィルムについても、上記と略同様にして裏面側易開封線５０を形成
する。
【００５１】
　次に帯状の表面１１用の積層フィルムと、帯状の裏面１２用の積層フィルムとを互いの
シーラント層が向き合うようにして重ね合わせながら連続的に搬送する。その後、表面１
１用の積層フィルムと裏面１２用の積層フィルムとに対してヒートシールを施すことによ
り、第一縁シール部１７と、第二縁シール部１８と、下縁シール部１９とをそれぞれ形成
する。
【００５２】
　その後、第一縁シール部１７および第二縁シール部１８にそれぞれ第一の開封開始手段
２１および第二の開封開始手段２２を形成し、表面１１と裏面１２とを個々の包装袋毎に
切断して個片化することにより、包装袋１０を得ることができる。
【００５３】
　このようにして得られた包装袋１０内に上方の開口部から内容物が挿入され、包装袋１
０の開口部がヒートシールされて密封され、上縁シール部２０が形成される。
【００５４】
　使用にあたって、使用者は、包装袋１０の第一の開封開始手段２１から表面１１および
裏面１２を切断して開封する。
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【００５５】
　この場合、表面１１においては、第一の開封開始手段２１から破断（開封）が開始され
、表面１１に第一の開封開始手段２１から始まる破断線が形成される。
【００５６】
　この破断線は、第一の易開封線３１の第一部分３２および第二部分３３に沿って順次伝
播する。次いで第二部分３３の一方の開放端３５から第二縁１６側に向けて破断線が形成
される。その後、破断線は第二の易開封線４１の第二部分４３、第一部分４２の順に伝播
していく。なお、第一の開封開始手段２１から始まる破断線がＤ２方向と平行に伝播しな
い場合、破断線は、第一の易開封線３１の第三部分３４、第一部分３２に順次伝播するこ
とになる。また、第二の易開封線４１の第一部分４２の他端部４２ｂから破断線がＤ２方
向と平行に伝播しない場合、破断線は、第二の易開封線４１の第一部分４２、第三部分４
４に順次伝播することになる。
【００５７】
　なお、表面１１においては、第一の易開封線３１の第三部分３４は第二縁１６に向かっ
て突出した形状となっている。これにより、仮に第一の開封開始手段２１からの引き裂き
が上下方向にずれた場合であっても、破断線が第三部分３４から外れないようになってい
る。また、第二の易開封線４１の第二部分４３の幅Ｗ２は、第一の易開封線３１の第二部
分３３の幅Ｗ１よりも広くなっている。これにより、第一の易開封線３１の第二部分３３
から第二縁１６に向かって引き裂きが進んだ際、破断線が仮にＤ２方向に平行な線から多
少ずれた場合であっても、破断線が第二の易開封線４１の第二部分４３に接続されるよう
になっている。
【００５８】
　同様に裏面１２においては、第一の開封開始手段２１から破断が開始され、裏面１２に
第一の開封開始手段２１から始まる破断線が形成される。
【００５９】
　この破断線は、第三の易開封線５１の第一部分５２に沿って順次伝播し、次いで第一部
分５２の一端部５２ａから第二縁１６側に向けて破断線が形成される。その後、第四の易
開封線６１の第二部分６３、第一部分６２の順に伝播していく。なお、第一の開封開始手
段２１から始まる破断線がＤ２方向と平行に伝播しない場合、破断線は、第三の易開封線
５１の第三部分５４、第一部分５２に順次伝播することになる。また、第四の易開封線６
１の第一部分６２の他端部６２ｂから破断線がＤ２方向と平行に伝播しない場合、破断線
は、第四の易開封線６１の第一部分６２、第三部分６４に順次伝播することになる。
【００６０】
　なお、裏面１２においては、第三の易開封線５１の第三部分５４は第二縁１６に向かっ
て突出した形状となっている。これにより、仮に第一の開封開始手段２１からの引き裂き
が上下方向にずれた場合であっても、破断線が第三部分５４から外れないようになってい
る。また、第四の易開封線６１の第二部分６３は、第二縁１６に向かって凸形状になって
いる。これにより、第三の易開封線５１の第一部分５２から第二縁１６に向かって引き裂
きが進んだ際、破断線が仮に第一部分５２に平行な線から多少ずれた場合であっても、破
断線が第四の易開封線６１の第二部分６３に接続されるようになっている。
【００６１】
　このようにして表面１１および裏面１２を破断することにより包装袋１０を容易に開封
することができる。
【００６２】
　具体的には、図５に示すように、表面１１側において、第一の開封開始手段２１から破
断が開始され、表面１１に第一の開封開始手段２１から始まる破断線が形成される。この
時、表面１１に開封縁Ａ又は開封縁Ｂ（二点鎖線）のいずれかが形成される。
【００６３】
　また、図６に示すように、裏面１２側において、第一の開封開始手段２１から破断が開
始され、裏面１２に第一の開封開始手段２１から始まる破断線が形成される。この時、裏
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面１２に開封縁Ｃが形成される。
【００６４】
　この場合、表面１１の開封縁Ａ又はＢ（図５）と裏面１２の開封縁Ｃ（図６）とが互い
にずれ、これらの間に段差が生じるので、使用者は表面１１の外方に突出する開封縁Ａ又
は裏面１２の外方に突出する開封縁Ｃを摘まんで包装袋１０を容易に開くことができる。
【００６５】
　なお、包装袋１０の第二の開封開始手段２２から表面１１および裏面１２を切断して開
封する場合についても、上記と同様である。
【００６６】
　以上のように本実施の形態によれば、包装袋１０を開封したときに、表面１１側の破断
線と裏面１２側の破断線とが互いに異なる位置に形成されるため、表面１１の開封縁Ａ又
はＢと裏面１２側の開封縁Ｃとは互いに段差をもつことになる。このため外方へ突出する
側の開封縁を摘んで包装袋１０を容易に開封することができる。また、包装袋１０の第一
縁１５から第二縁１６に亘って開封縁を形成しやすい。従って、包装袋１０の開封性に優
れる。
【００６７】
　また、本実施の形態によれば、表面側易開封線３０の第一の易開封線３１と第二の易開
封線４１とは、互いに交差または連結しないように配置され、裏面側易開封線５０の第三
の易開封線５１と第四の易開封線６１とは、互いに交差または連結しないように配置され
ている。このため、包装袋１０の幅（第一縁１５から第二縁１６までの距離Ｌ３）の全域
に亘って易開封線を形成する場合に比べて、易開封線を形成する領域を少なくすることが
できるため、レーザー加工を施す時間を短くすることができる。また、包装袋１０の幅（
第一縁１５から第二縁１６までの距離Ｌ３）が長い包装袋１０であっても、レーザーを用
いて易開封線を形成しやすくすることができる。従って、包装袋１０の生産性に優れる。
【００６８】
　なお、上述した実施の形態に対して様々な変更を加えることが可能である。以下、変形
例について説明する。以下の説明では、上述の実施の形態と同様に構成される部分につい
ては、上述の実施の形態と同一の符号を用いることとし、重複する説明を省略する。
【００６９】
　（易開封線の変形例）
　上述の実施の形態では、第一～第四の易開封線３１、４１、５１、６１が、いずれも連
続線で構成される例を示したが、これに限らず、第一～第四の易開封線３１、４１、５１
、６１が点線や破線などの断続線で構成されるようにしてもよい。
【００７０】
　また、上述の実施の形態では、第一～第四の易開封線３１、４１、５１、６１の第二部
分３３、４３、５３、６３が、それぞれ楕円弧形状の部分を含む場合を例にとって説明し
たが、第二部分３３、４３、５３、６３が第一縁１５又は第二縁１６に向かって突出する
限りにおいて、楕円弧形状に限定されるものではない。例えば、第二部分３３、４３、５
３、６３は、それぞれ円弧形状の部分、Ｕ字状の部分、またはＶ字状の部分を含んでいて
も良い。
【００７１】
　また、上述の実施の形態では、第一～第四の易開封線３１、４１、５１、６１の第二部
分３３、４３、５３、６３の頂点が、それぞれ第一部分３２、４２、５２、６２と交差又
は接続する点に一致している。しかしながらこれに限らず、第二部分３３、４３、５３、
６３の頂点が、第一部分３２、４２、５２、６２と交差又は接続する点からずれていても
良い。
【００７２】
　また、上述の実施の形態では、第一～第四の易開封線３１、４１、５１、６１の第一部
分３２、４２、５２、６２は、それぞれ包装袋１０の第一縁１５から第二縁１６に向かう
Ｄ２方向に平行となっている。これにより、第一又は第二の開封開始手段２１、２２から



(12) JP 2017-36070 A 2017.2.16

10

20

30

40

50

引き裂きを開始した際、引き裂きが第一部分３２、４２、５２、６２に沿って、Ｄ２方向
に伝播するので、表面１１又は裏面１２を水平に引き裂くことができる。しかしながらこ
れに限らず、第一部分３２、４２、５２、６２は、それぞれＤ２方向に対して若干傾斜し
ていても良い。
【００７３】
　さらに、上述の実施の形態では、表面側易開封線３０と裏面側易開封線５０とが、互い
に同一の形状を有しているが、これに限らず、表面側易開封線３０と裏面側易開封線５０
とが、互いに異なる形状を有していても良い。
【００７４】
　また、上述の実施の形態において、第二部分３３、６３はそれぞれ略半楕円形状であり
、その開放端３５、６５の近傍でＤ２方向に対して平行に延びる部分を有している。しか
しながらこれに限らず、第二部分３３、６３は、その開口が第一縁１５又は第二縁１６に
向かうように配置されたＶ字部分９１と、Ｖ字部分９１の一対の端部に接続され、Ｄ２方
向に沿って平行な直線部分９２とを連結した形状であっても良い（図７（ａ）参照）。あ
るいは、第二部分３３、６３は、開口が第一縁１５又は第二縁１６に向かうように配置さ
れた円弧部分又は楕円弧部分９３と、円弧部分又は楕円弧部分９３の一対の端部に接続さ
れ、Ｄ２方向に沿って平行な直線部分９４とを連結した形状であっても良い（図７（ｂ）
参照）。なお、直線部分９２、９４は必ずしもＤ２方向に沿って平行でなくてもよく、そ
れぞれＤ２方向に対して若干傾斜していても良い。
【００７５】
　（包装袋の変形例）
　上述の実施の形態では、内容物が充填される前に第一縁シール部１７、第二縁シール部
１８および下縁シール部１９が形成され、上縁１３の開口部から内容物が挿入された後、
この開口部がシールされて上縁シール部２０が形成される場合を例にとって説明したが、
これに限られるものではない。例えば、内容物が充填される前に第一縁シール部１７、第
二縁シール部１８および上縁シール部２０が形成され、下縁１４の開口部から内容物が挿
入された後、この開口部がシールされて下縁シール部１９が形成されても良い。
【００７６】
　また、上述の実施の形態では、包装袋１０は、上縁１３、下縁１４、第一縁１５および
第二縁１６がいずれも直線である長方形形状である場合を例にとって説明したが、これに
限られるものではない。例えば包装袋１０が正方形形状であっても良く、あるいは、上縁
１３、下縁１４、第一縁１５および第二縁１６の一部または全部が曲線であっても良い。
【００７７】
　さらに、上述の実施の形態において、包装袋１０が平パウチ型の包装袋となっている例
を示したが、これに限らず、図８に示すように、底部ガセット部２３を有するガセット袋
型の包装袋１０であってもよい。また、上述の実施形態では、別個の表面１１と裏面１２
を用いて包装袋１０を形成する例を示したが、これに限らず、図９に示すように、一体の
表面１１と裏面１２を用いて三方シール袋型の包装袋１０を形成するようにしてもよい。
この場合、下縁シール部１９を設けないようにしてもよい。
【００７８】
　（再封止手段が設けられる例）
　また表面１１に設けられた表面側易開封線３０および裏面１２に設けられた裏面側易開
封線５０のうち、最も下方の易開封線より下方に再封止手段２５を設けてもよい。図１０
に、上述の実施の形態による包装袋１０に再封止手段２５を設けた例を示す。図１０にお
いて、再封止手段２５は、表面側易開封線３０および裏面側易開封線５０よりも下方に設
けられている。そして、再封止手段２５は、第一縁１５から第二縁１６に至るように設け
られている。再封止手段２５としては、例えばチャックテープを用いることができる。チ
ャックテープは、雄型部材と雌型部材とで構成されるものであり、例えば、表面１１に雄
型部材を取り付け、裏面１２に雌型部材を取り付けることができる。そして、包装袋１０
を開封した後、雄型部材と雌型部材を嵌合させることにより、包装袋１０を再封すること
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ができる。この場合、内容物が充填されていない状態で、表面１１および裏面１２は、第
一縁シール部１７と第二縁シール部１８と上縁シール部２０とによって接合されており、
内容物が充填された後、下縁シール部１９がシールされる。なお、上述の例では、再封止
手段２５が包装袋１０の第一縁１５から第二縁１６に至るように形成される例を示したが
、再封止手段２５は、少なくとも第一縁シール部１７から第二縁シール部１８に至るよう
に設けられていればよい。
【００７９】
　第一の開封開始手段２１および第二の開封開始手段２２としては、切欠き（ノッチ）の
ほか、切込みや傷痕群であってもよい。傷痕群は、例えば、表面１１および裏面１２を貫
通するように形成された複数の貫通孔を含んでいてもよい。若しくは、表面１１および裏
面１２を貫通しないように、表面１１および裏面１２に形成された複数の孔を含んでいて
もよい。例えば傷痕群の孔は、表面１１および裏面１２の基材層２４Ａのみを貫通し、シ
ーラント層２４Ｂを貫通していなくてもよい。
【符号の説明】
【００８０】
　１０　　　　包装袋
　１１　　　　表面
　１２　　　　裏面
　１３　　　　上縁
　１４　　　　下縁
　１５　　　　第一縁
　１６　　　　第二縁
　１７　　　　第一縁シール部
　１８　　　　第二縁シール部
　１９　　　　下縁シール部
　２０　　　　上縁シール部
　２１　　　　第一の開封開始手段
　２２　　　　第二の開封開始手段
　３０　　　　表面側易開封線
　３１　　　　第一の易開封線
　３２　　　　第一部分
　３３　　　　第二部分
　３４　　　　第三部分
　３５　　　　開放端
　４１　　　　第二の易開封線
　４２　　　　第一部分
　４３　　　　第二部分
　４４　　　　第三部分
　４５　　　　開放端
　５０　　　　裏面側易開封線
　５１　　　　第三の易開封線
　５２　　　　第一部分
　５３　　　　第二部分
　５４　　　　第三部分
　５５　　　　開放端
　６１　　　　第四の易開封線
　６２　　　　第一部分
　６３　　　　第二部分
　６４　　　　第三部分
　６５　　　　開放端
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